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公共建築設計者情報センター

●改良前

●改良後

入力システムの改善点

　「業務種別」（建築計画、建築設計、工事監理等）とその詳細を示す「業務内容」（意匠設計、構造設計、電気設備設計、機械設備設計等）が
リンクしておらず、間違った組み合わせで入力されることがある。
　誤入力を防止するため、「業務種別」を選択することにより「業務内容」の選択肢が限定されるようにする。

なお、本改善の運用開始は、2020年1月6日からの予定です。

入力システムの操作性向上として、下記内容について改善いたしましたのでお知らせいたします。

●「業務種別」と「業務内容」の入力時の選択肢を紐づけ、誤入力を防止

業務種別表示

１

２ ２

１

１

２

入力項目（8項目）に同じ選択メニュー

が表示される。

入力項目（最大5項目）に同じ選

択メニューが表示される。

業務カルテ情報・業務実績情報詳細入力画面

業務種別選択 業務内容選択

業務内容表示

3

4誤入力を防止するため、「業務種別」を選択することにより「業務内容」の

選択肢が表示され、選択入力できる。
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1 1 基本構想・基本方針等策定検討 6 1 意匠設計

2 基礎調査 2 構造設計

3 計画・整備手法検討 3 電気設備設計

4 整備計画策定検討 4 機械設備設計

5 事業計画策定検討 7 1 意匠設計

6 土地利用計画検討 2 構造設計

7 景観形成計画検討 3 電気設備設計

2 1 基本構想 4 機械設備設計

2 配置計画等 8 1 建築積算

3 意匠計画 2 電気設備積算

4 構造計画 3 機械設備積算

5 電気設備計画 9 1 建築工事監理

6 機械設備計画 2 電気工事監理

3 1 基本構想 3 機械工事監理

2 配置計画等 4 建築設計意図伝達

3 意匠計画 5 設備設計意図伝達

4 構造計画 10 1 建築工事監理

5 電気設備計画 2 電気工事監理

6 機械設備計画 3 機械工事監理

4 1 基本構想 11 1 建築設計意図伝達

2 配置計画等 2 設備設計意図伝達

3 意匠計画 12 1 耐震診断（構造・非構造）

4 構造計画 2 耐震診断（構造）

5 電気設備計画 3 耐震診断（非構造）

6 機械設備計画 4 環境負荷低減診断

5 1 意匠設計 5 劣化診断（建物・設備）

2 構造設計 6 劣化診断（建物）

3 電気設備設計 7 劣化診断（設備）

4 機械設備設計 8 津波診断

ｰ その他

業務内容

地域計画 建築設計（基本設計）

工事監理

（参考）　業務種別と業務内容対応表

業務種別 業務内容 業務種別

建築設計（実施設計）

建築計画（群建築）

積算

工事監理等（工事監理
＋設計意図伝達）

建築計画（住宅団地等）

コメント入力

設計意図伝達建築計画（単体建築）

建物診断

建築設計（基本＋実施
設計）

13 その他
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①担当業務分野（内容）の入力

●改良前

●改良後

　選択肢から複数の項目を選んで入力する場合（業務カルテ情報における担当業務分野や改修内容など）、同じプルダウンメニューから
何度も選択する必要があるが、この手間を省くため、複数の項目を一括して選択可能な方式に改める。

１

２

１

２

入力項目（５項目）に同じ選択メニュー

が表示される。

１

入力対象となる担当業務分野がすべて表示され、

一度に選択（5項目）入力できる。

3

担当業務分野表担当業務分野選択 担当業務分野選択 担当業務分野表

業務カルテ情報・業務実績情報詳細入力画面

●同じ選択肢から複数の項目を選ぶ場合の入力方法の簡素化

２
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②構造の入力

●改良前

●改良後

③特殊構造の入力

●改良前

●改良後

構造表示構造選択

特殊構造表

１

２

２

１

3

１

入力対象となる構造がすべて表示され、一度に選択入力できる。

入力対象となる特殊構造がすべて表示され、一度に選択入力できる。
3

入力項目（2項目）に同じ選択メニューが表示される。

２

２

１

入力項目（2項目）に同じ選択メニューが表示される。

特殊構造選択
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④改修内容

●改良前

　

●改良前

改修内容表改修内容選択改修内容表改修内容選択

１

２ ２

１

入力対象となる改修内容がすべて表示され、一度に選択入力できる。

構造・特殊構造とも入力項目（5項目）に

同じ選択メニューが表示される。

１

2

3
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①ボタン名称を操作内容がわかる名称に変更

●改良前

●改良後

②業務受注者情報の入力」と「発注者確認済み業務カルテ情報（PDF）のアップロード」作業を一画面化

●改良前

　受注者が業務カルテ情報の登録申請をする場合、これまで別々であった「業務受注者情報の入力」と「発注者確認済業務カルテ情報（PDF）
　のアップロード」作業を一画面で同時に行えるようにする。
　また、発注者確認済業務カルテ情報のFAX送信も廃止いたします。

業務カルテ受領書の

発注者確認済カルテ

１

２

●発注者確認済業務カルテ情報の申請手続作業の簡便化

業務カルテ情報詳細入力画面

操作が分り易いボタン名称に変更
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●改良後（2画面を１画面に統一）

　　改良に伴う運用の変更は、申請のみの運用を廃止し、発注者確認済カルテ（ＰＤＦ版）のみの運用とします。（ＦＡＸ送信廃止）

業務カルテ受領書の

会社情報入力

発注者確認済カルテ

ＰＤＦファイル指定

発注者確認済カルテ登録申請を1画面に統一
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